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※支援事業の詳細はこちらをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年２月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、法という。）が施行

されたところですが、平成２８年度より、法第１５条第１項に基づく財政上の支援制度（補

助事業）及び第１５条第２項に基づく税制上の特例措置（相続空き家に関する所得税・個人

住民税）が創設されましたので、紹介します。 

◎財政上の支援制度：「空き家対策総合支援事業」・・・国土交通省補助事業 

 空家等対策計画に基づき、空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施す

る市町村へ、国が重点的・効率的な支援を行うもの。（社会資本整備総合交付金とは別枠） 

○概要 

【補助対象市町村】 

・法に基づく「空家等対策計画」を策定している市町村 

・法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者との連携体制がある 

【事業主体、補助率】市区町村 等、１／２ 等 

【補助対象事業】 「空家等対策計画」に基づき行われる、以下のような事業 

 ・空き家の活用（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用） 

 ・空き家の除却（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体） 

 ・関連する事業（例：空き室を低所得者向けの住宅に活用、周辺建物の外観整備） 
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○ 空き家対策で財政上の支援制度・税制上の特例措置 
○ 「誰もが安心して心豊かに住み続けられるまち・地域」に向けて 
  ～北海道が「北の住まいるタウン」の基本的な考え方（素案）への意見募集中～ 

 まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、 
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで ※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

空き家対策で財政上の支援制度・税制上の特例措置ができました 

～空家等対策の推進に関する特別措置法 第１５条関係～ 

市町村による「空家等対策計画」に基づく事業を支援 

法定の「協議会」など、民間事業者等と連携 

活用イメージ 

mailto:hkd-ky-machidukuri@ml.mlit.go.jp
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◎税制上の特例措置： 相続による空き家の発生を抑制するための、所得税・個人住民税の特例 

○背景 

 平成２６年に国土交通省が実施した空き家実態調査で、居住用家屋が空き家となる最大

の契機が相続であること、空き家の約７５％は旧耐震基準（※）の下で建築されたもので

あることが判明しました。耐震化については、平成２５年における住宅の耐震化の進捗状

況推計値として国土交通省が平成２７年度に公表した数値を考慮すると、空き家の約６

０％が耐震性のない建築物と推計されています。 

 このため、「使える空き家は利用し、使えない空き家は除却する」という観点から、空

き家の最大の発生要因である相続に由来する古い空き家及びその敷地の有効活用を促進

することにより空き家の発生を抑制するための制度が創設されたものです。 

 

○特例措置の概要 

相続人が、相続により生じた古い空き家（※１）又は当該空き家の除却後の敷地を、平

成２８年４月１日から平成３１年１２月３１日までに譲渡（※２）した場合（※３）、譲

渡所得から３，０００万円を特別控除します。 

※１ 被相続人のみが居住していた旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前に建築）の戸

建て住宅等で、相続を機に空き家となったもの。 

※２ 相続の発生から起算して３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡

した場合に限られます。 

※３ ※１のうち耐震性のないものは、耐震リフォームをした場合に限られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）特例を適用した場合の譲渡所得の計算 

譲渡所得 ＝ 譲渡価額 － 取得費（譲渡価額 × ５％）－ 譲渡費用（除却費用等） － 特別控除3,000万円 
          ↑取得費が不明の場合、譲渡価額の5%で計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体例】 相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合 

 

措置のイメージ 

ポイント

１！ 

相続 

 

 

ポイント

２！ 

空き家 

相続 

取壊し 更地 

 譲渡 

 譲渡 

ポイント

３！ 

空き家の譲渡所得 

3,000万円特別控除 

の適用（※） 

耐震リフォーム 

（耐震性がある場合不要） 

 

被相続人が居住の用に 

供していた家屋及びその敷地 

＜前提条件＞ 

・昭和 55年建築 

・被相続人が 20年間所有 

 

・除却費 200万円 

・取得価額不明 

○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額 ： 0円 

（500万円 - 500万円 × 5％ - 200万円 - 3,000万円） × 20％ ＝ 0円 

○本特例がない場合の所得税・個人住民税額 ： 55万円 

（500万円 - 500万円 × 5％ - 200万円） × 20％ ＝ 55万円 

▲ＴＯＰ 
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○適用を受けるにあたってのポイント 

 

【相続発生日を起算点とした適用期間の要件】 

 相続日から起算して３年を経過する日の属する年の１２月３１日まで、かつ、特例の適用

期間である平成２８年４月１日から平成３１年１２月３１日までに譲渡することが必要で

す。 

 

【例】平成２５年１月２日に相続が発生した場合 

   →本特例の対象となる譲渡期間： 平成２８年４月１日～平成２８年１２月３１日 

 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相続した家屋の要件】 

 特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要。 

① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること 

② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと 

③ 昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋（区分所有建築物を除く。）であること 

④ 相続の時から譲渡の時までに事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこと

がないこと 

※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について

相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されてい

なかったこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付け

の用又は居住の用に供されていたことがないこと 

 

【譲渡する際の要件】 

 特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要。 

① 譲渡価額が１億円以下 

② 家屋を譲渡する場合（その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含

む。）、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること 

 

 ※詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。 

 

  

「その他空き家」数の抑制 

ポイント１ 

ポイント２ 

ポイント３ 

＝相続発生日 

※ 黄色矢印（        ）期間中に行われた譲渡が特例の対象 

▲ＴＯＰ 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
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北海道は、「『北の住まいるタウン』の基本的な考え方」（素案）に対する意見を募集中です。 

（６月１０日まで。詳細は http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kitasuma_public.htm） 

 

「北の住まいるタウン」とは、本道の現状や課題を踏まえ、誰もが安心して心豊かに住み

続けられるまち・地域を目指す取組の考え方を示すものです。以下に概要を紹介します。 

《北海道の現状と課題》 

 現状 

・全国を上回るスピードの人口減少、少子高齢化 

・広域分散型都市構造 

・全国に比べ多い温室効果ガス排出（１人当たり） 

 優位性 

  ・広大な面積を有するなどの地理的特性  ・豊富な新エネルギー賦存 

・優れた自然環境            ・寒冷地で培われた独自の技術 

・高い食料自給力 

《北の住まいるタウンの目指す姿》 

北海道の優位性が活かされ、地域特性に応じ、安全・安心で暮らしやすく、資源循環が

進んだ効率的な都市構造を有する、誰もが安心して心豊かに住み続けられるまち・地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《北の住まいるタウンの取組》 

コンパクトなまちづくり、低炭素化・資源循環、生活を支える取組を一体的に進める 

【進め方】 

◆地域課題と将来ビジョン（目標）の共有  ◆連携と協働により一体的に取組を推進 

◆推進に向けた計画づくり  ◆将来を見据えながら地域の状況に応じて段階的に検討 

《北の住まいるタウンの実現に向けて》 

○多様な主体（住民、企業や NPO、教育機関、市町村）が主体的に行動し、相互に連携・

協力し、支え合いや絆づくりを行い、地域力を高めていくことが重要 

○道の役割は、普及啓発、総合的な推進（相談窓口、産官学連携の協議会設置、庁内部局の

横断的な連携等）、市町村に対する情報提供や助言・協力などの支援 

「誰もが安心して心豊かに住み続けられるまち・地域」に向けて 
～北海道が「北の住まいるタウン」の基本的な考え方（素案）への意見募集中～ 

 

課題 
生活利便性の低下、安全･安心への不安、 

健康・福祉面への影響、地域経済の疲弊、 

行政運営の非効率化、環境への負荷増大、 

非効率なエネルギー消費 

 

 

【図：北の住まいるタウンの考え方】 

▲ＴＯＰ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/kitasuma_public.htm
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